
鳥取県基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成21年10月16日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第56号

鳥取県基金条例の一部を改正する条例

鳥取県基金条例（平成19年鳥取県条例第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条、第３条、第５条、第７条関係） 別表第１（第２条、第３条、第５条、第７条関係）

運用益 運用益

名称 設置目的 積立て 金の整 処分事由 名称 設置目的 積立て 金の整 処分事由

理又は 理又は

処理 処理

略 略

26 鳥 介護職員 一般会計 一般会 当該基金 26 鳥 賃金の改 一般会計 一般会 当該基金

取県 の処遇改善 歳入歳出 計歳入 の設置目的 取県 善や技能向 歳入歳出 計歳入 の設置目的

介護 を行う介護 予算に定 歳出予 を達成する 介護 上のための 予算に定 歳出予 を達成する

職員 事業者を支 める額 算に計 ために必要 職員 仕組みを構 める額 算に計 ために必要

処遇 援すること 上して な経費の財 処遇 築して、介 上して な経費の財

改善 により介護 当該基 源に充てる 改善 護職員の処 当該基 源に充てる

等臨 サービスに 金に積 とき。 等臨 遇改善を行 金に積 とき。

時特 従事する人 立て 時特 う介護事業 立て

例基 材の確保及 例基 者を支援す

金 び育成を推 金 ることによ

進するとと り、介護職

もに、介護 員の処遇の

施設の開設 改 善 を 図

準備に対す り、もって

る支援を行 介護サービ

うことによ スに従事す

りその円滑 る人材の確

な開設を図 保及び育成

り、もって を推進する

質の高い介 こと。

護サービス

の安定的な

提供体制の

確保に資す

ること。

略 略



附 則

この条例は、公布の日から施行する。




